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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 25040:2014 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 X 25040：0000 
 （ISO/IEC 25040：2024） 

システム及びソフトウェア技術－システム及び 
ソフトウェア製品の品質要求及び評価（SQuaRE）

－品質評価の枠組み 
Systems and software engineering-Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation(SQuaRE)-Quality evaluation framework 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 25040 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

ISO/IEC 25040:2011（JIS X 25040:2014）は技術的に改正され，この ISO/IEC 25040（JIS X 25040）第 2
版に置き換えられた。 

主要な変更点は，次のとおりである。 

－ 他の SQuaRE 部門との整合：品質管理，品質モデル，品質測定及び品質要求 

－ システム及び／又はソフトウェアのライフサイクルプロセス並びに要求エンジニアリングプロセスに

関する他の規格との整合 

－ 対象実体（対象エンティティ）をソフトウェアから，ICT（情報通信技術）製品，データ及び IT サー

ビスへ拡大 

－ 品質評価のタイプを要求事項適合性だけから，次の 4 タイプに拡大 

－ 特定の用途への適合性のための品質評価 

－ 品質標準への適格性確認のための品質評価 

－ 要求事項への適合性確認のための品質評価 

－ 市場への適合性のための品質評価 

－ 品質評価に関する概念の明確化 

－ 品質評価を計画するための，より実用的な指針の提供 

多くのシステム及びサービスは，現在，日常生活で使われる社会基盤に深く組み込まれている。そのた

め，システム及びサービスはより高い品質を達成することが求められる。例えば，接続システムの相互運

用性，安全性，信頼性，保守性及びユーザビリティなど，高い品質が求められる。そのため，品質評価は

ますます重要になっている。 

品質評価の結果は，次のような様々なビジネスの状況において，対象実体の価値を客観的に判断するた

めに使用される。 
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－ 外部委託の場合，委託者は，対象実体が委託者の品質要求事項を満たすかを判断する。 

－ 取得の場合，消費者又は取得者は，彼らの用途にどの製品又はサービスを選択するか決定する。 

この規格は，品質評価に関する要求事項及び推奨事項，並びに品質評価の作業のための手引を提供する。 

品質評価に関する対象実体は，ICT（情報通信技術）製品（システム，ソフトウェア製品など），データ

及び IT サービスを含む。ISO/IEC 2501n（JIS X 2501n）で定義される品質モデルは，対象実体の種類に応

じて包括的な品質特性及び副特性を提供する。ISO/IEC 2502n（JIS X 2502n）は，それらの品質モデルに

対応する品質測定量を定義する。 

この規格は，ISO/IEC JTC 1/SC 7 によって開発された SQuaRE 規格［ISO/IEC 25000～ISO/IEC 25099
（JIS X 25000～JIS X 25099）］の一つである。図 1（JIS X 25000 から改編）は，ISO/IEC JTC 1/SC 7 によ

って開発された SQuaRE 規格の構成を示す。類似の規格は，部門ごとにグループ化されている。それぞれ

の部門は，システム及びソフトウェア製品の品質を確保するための異なった機能の実行に関する手引及び

資料を提供する。 

－ ISO/IEC 2500n（JIS X 2500n）－品質管理部門 この部門の規格は，ISO/IEC JTC 1/SC 7 によって開

発された SQuaRE ファミリーの全ての他の規格で参照される，全ての共通モデル，用語，及び定義を

規定する。この部門は，ソフトウェア製品品質の要求事項，仕様及び評価の管理を担当する支援機能

に関する，要求事項及び手引も提供する。品質モデルの使用に関する実用的な手引も提供する。 

－ ISO/IEC 2501n（JIS X 2501n）－品質モデル部門 この部門の規格は，コンピュータシステム及びソ

フトウェア製品，データ，IT サービス並びに利用時品質に関する詳細な品質モデルを提供する。 

－ ISO/IEC 2502n（JIS X 2502n）－品質測定部門 この部門の規格は，品質測定の枠組み，品質測定量

の数学的定義，及び適用に関する実用的な手引を含む。製品の内部特徴及び外部特徴，データ，IT サ

ービス並びに利用時品質のための品質測定量の例を提供する。製品の内部特徴及び外部特徴のための

品質測定量の基礎となる品質測定量要素（QME）を定義し，提供する。 

－ ISO/IEC 2503n（JIS X 2503n）－品質要求部門 この部門の規格は，品質モデル及び品質測定量に基

づいた品質要求事項の仕様化に役立つ。これらの品質要求事項は，開発する情報システム及び IT サー

ビスの品質要求事項を引き出すプロセスで使用可能であり，又は評価プロセスの入力として使用する

ことが可能である。 

－ ISO/IEC 2504n（JIS X 2504n）－品質評価部門 この部門の規格は，情報システム及び IT サービスの

品質評価のための要求事項，推奨事項及び手引を提供する。 

－ ISO/IEC 25050～ISO/IEC 25099－SQuaRE 品質拡張部門 これらの規格は，現在のところ，既製ソフ

トウェア製品（RUSP）に対する品質要求事項及び試験に対する指示（JIS X 25051），ユーザビリティ

の報告書類のための産業共通様式（CIF）（JIS X 2506n），並びにクラウドサービス及び人工知能のよ

うな新技術のための品質モデル及び測定量を含んでいる。 
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図 1－ISO/IEC JTC 1/SC 7 によって開発された SQuaRE 規格の構成 

SQuaRE 規格は，特に品質要求事項の仕様化及び評価に関するプロセスにおいて，JIS X 0160 及び JIS X 
0170 と組み合わせて使用することが可能である。JIS X 25030 は，品質モデル及び測定量がシステム及び

ソフトウェア品質要求事項にどのように使用可能であるかを説明しており，JIS X 25040 は，品質モデル及

び測定量がシステム及びソフトウェアの品質評価にどのように使用可能であるかについて説明している。 

SQuaRE 規格は，ISO/IEC JTC 1/SC 7 で開発されたソフトウェアプロセスアセスメントに関する規格と

組み合わせて使用することも可能であり，次を提供する。 

－ 顧客－供給者プロセスにおける，ソフトウェア製品品質を定義するための枠組み 

－ 品質のレビュー，検証及び妥当性確認の支援，並びに定量的な品質特性の確立のための枠組み 

－ 管理プロセスにおける，組織の品質目標設定のための支援 

SQuaRE 規格は，次を提供するために，JIS Q 9001（品質マネジメントシステムに関するもの）と組み合

わせて使用することが可能である。 

－ 品質目標を設定するための支援 

－ 設計レビュー，検証及び妥当性確認のための支援 

1 適用範囲 

この規格は，ICT（情報通信技術）製品（ソフトウェア製品を含む。），データ及び IT サービスの品質評

価のための枠組みについて規定する。品質評価の枠組みは，その概念，要求事項，並びに，実装及び強化

されるプロセスに関する推奨事項を含む。 

この規格は，開発組織（インテグレータ，開発者及び品質保証グループ），取得者，IT サービス提供者及

び独立した評価者を含めて，対象実体に関して品質評価を行う必要のある者のために適用することが可能

である。 

この規格は，品質評価のための具体的なテスト方法又は評価結果の活用に関する指針は示していない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 25040:2024 ， Systems and software engineering －  Systems and software Quality 

品質要求部門
2503n

品質モデル部門
2501n

品質管理部門
2500n

品質測定部門
2502n

品質評価部門
2504n

拡張部門 25050～25099



 
X 25040：0000 (ISO/IEC 25040：2024) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

（4） 

Requirements and Evaluation （SQuaRE） － Quality evaluation framework（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，最新版（追補を含む。）が適用される。 

JIS X 25000 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価（SQuaRE）－SQuaRE の指針 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 25000，Systems and software engineering － Systems 
and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) － Guide to SQuaRE 

JIS X 25030 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価（SQuaRE）－品質要求の枠組み 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 25030，Systems and software engineering － Systems 
and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) － Quality requirements framework 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS X 25000 によるほか，次による。 

ISO 及び IEC は，次に示すサイトにおいて，標準化用途の用語データベースを維持している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia：http://www.electropedia.org/ 

3.1 
総合評価（assessment） 

特定の目的のために，文書化された基準に基づいて，対象実体を包括的に評価する行動 

注釈 1 このような目的には，対象実体の受入れ又はリリースの決定を含む場合がある。 

3.2 
実装評定モジュール（implementation rating module） 
対象実体にそのまま適用可能な品質評定モジュール（3.8） 

3.3 
情報ニーズ（information need） 

目的，目標，リスク及び問題点を管理するために必要な見解 
（出典：ISO/IEC/IEEE 15939:2017 の 3.12） 

3.4 
インテグリティレベル（integrity level） 

関連する対象システムがインテグリティレベル主張の要求を満たすという確信の度合い 
（出典：ISO/IEC/IEEE 15026-3:2023 の 3.1 の注釈を削除。新しい注釈を追加） 

注釈 1 ISO/IEC/IEEE 15026-3:2023 は対応する JIS がない。同規格の旧版に対応する JIS は JIS X0134-
1:2021 である。“インテグリティレベル主張”は，JIS X0134-1:2021 の 3.3.4 で定義されている

“IL 主張”と同義である。JIS X0134-1:2021 の 3.3.4 で，“IL 主張”は“リスク低減方策（対象
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システムのリスク対応プロセスで識別したもの）に課される要件（要求事項）を表す命題”と

定義されている。 

3.5 
測定源（measurement source） 
品質評価（3.7）を行うときに，品質測定量に用いられる成果物の集合 

3.6 
品質分析（quality analysis） 

対象実体の品質に対して客観的な評点（スコア）又は受入れ可能性を判定するために行う，複数の品質

特徴に対する評定結果の分析 

3.7 
品質評価（quality evaluation） 

ある実体が，明示された要求事項を満たす能力をもつ程度についての体系的な審査 
（出典：ISO/IEC/IEEE 24765:2017 の 3.3267 の注釈 1 を削除） 

3.8 
品質評定モジュール（quality rating module） 

特定のカテゴリの対象実体に対して品質測定及び品質評定を行うための，品質測定量，実施環境及び方

法の集合 

3.9 
テンプレート評定モジュール（template rating module） 
将来の使用に備えて，測定環境及び評定方法をパラメータ化した，品質評定モジュール（3.8） 

4 品質評価の概念 

4.1 品質評価の定義 

品質評価は，対象実体の品質に関連する客観的かつ定量的なデータを生成するための一連のタスクの実

行を含む。これは，確立された品質モデル及び品質測定量を使用して，対象実体の品質属性を測定，評定

及び解釈することによって達成される。品質評価の最終的な目的は，対象実体の計画，開発，提供，受入

れ，保守及び調達の段階を通して，包括的な意思決定を支援する極めて重要で偏りのない情報を提供する

ことである。 

4.2 品質評価の品質モデル及び品質測定量 

SQuaRE 規格は，表 1 に示すように，品質モデル及び品質測定量を提供しており，特に，3 種類の対象実

体，すなわち，ICT 製品，データ及び IT サービスのために設計されている。 

表 1－対象実体の種類，並びに関連する品質モデル及び品質測定量 

対象実体の種類 評価する品質 品質モデル 品質測定量 
IT サービス及び／

又は ICT 製品 
利用時品質 

JIS X 25019 
利用時品質モデル 

JIS X 25022 
利用時品質の測定 

IT サービス IT サービス品質 
ISO/IEC TS 25011 

IT サービス品質モデル 
ISO/IEC TS 25025 

IT サービス品質の測定 

ICT 製品 製品品質 
JIS X 25010 

製品品質モデル 
JIS X 25023 

システム及びソフトウェア製品の品質の測定 
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対象実体の種類 評価する品質 品質モデル 品質測定量 

データ データ品質 
JIS X 25012 

データ品質モデル 
JIS X 25024 

データ品質の測定 

品質モデルは，対象実体が備えると望ましい本質的な品質特性の概要を表現する枠組みを示す。品質測

定は，確立された品質モデルに基づいたこれらの品質特性を定量化するための方法としての役目を果たす。

対象実体が ICT 製品又は IT サービスである場合，利用時品質モデルは，利用中の対象実体の影響評価に

活用することが可能である。 

注記 1 ICT 製品（又は IT サービス）を評価する場合，利用時品質モデル又は製品品質モデル（又は IT
サービス品質モデル）を品質評価の目的に応じて選択することが可能である。データ品質を評

価する場合，データ品質モデルが唯一の選択肢となる。 

特定の対象実体を評価する場合，重要な品質（副）特性は，対象実体のカテゴリによって異なる。 

注記 2 ISO/IEC TR 12182 は，IT システム及びソフトウェアをカテゴリ化するための枠組み及びその

適用に関するガイドを提供している。 

例 対象実体がサーバ装置である場合，直接利用者の対話操作がないため，インタラクション容易性は

重要な因子ではない。サーバの時間効率性を評価する場合，関連する情報要求事項は，応答時間か

ら，サーバによって処理されるリクエストに対するスループットに変わる。 

品質特徴は，対象実体の品質に関する情報ニーズを表す。これらの特徴は，品質測定量を用いて測定及

び定量化される。特筆すべきは，特定のケースにおいて，複数の測定量が単一の品質特徴に対応すること

がある点である。テスト，インスペクション，静的解析及び文書調査を含む様々な測定方法が活用される。

図 2 参照。 
   

図 2－品質特性，品質特徴及び品質測定量の関係 

4.3 測定源 

測定源は，品質評価を実施する際に品質測定で使用する成果物の集合である。測定源は，評価時点で使

用可能なものに依存する。設計成果物（設計仕様書，プロトタイプ，インスペクション関連文書，テスト

仕様書など）は，対象実体自体が存在しない時点でも利用可能である。一方，最終製品（実行可能オブジ

品質特徴（QP）
（→情報ニーズ）

対象実体

対象実体の品質について
知る必要のあること

QSC

QSC

QSC

QSC

QSC

品質特性

品質測定量 測定方法
使用測定

各品質副特性（QSC）
は異なる重要度レベル

を保有

品質特性

品質測定量

品質測定量

品質測定量

品質測定量

例：テスト,
インスペクション, 
静的解析
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ェクト，ソースコード，データ，利用マニュアル，保守マニュアル，インスペクション及び／又はテスト

の結果など）は，納入間近になって利用可能となる。測定源によって，適用可能な品質測定量が決まる。 

注記 附属書 A は，測定源に含めることが可能な成果物の一覧，それらから測定可能な事項，及びそれ

らの測定方法に関する情報を示す。 

4.4 品質評価のタスク 

品質評価は，次の三つのタスクで構成される（図 3 参照）。 

－ 品質測定：特定の品質測定量を用いて，対象実体の品質特徴を定量的に測定すること。その目的は，

対象実体の品質特徴に関する客観的及び定量的な情報を得ることである。 

－ 品質評定：対象実体の品質特徴に適した品質レベルを決定するために，品質測定から得られた測定値

を，あらかじめ定めた品質評定水準と比較すること。例えば，測定された応答時間が“非常に良い”

水準に対応する範囲内に収まる場合，その応答時間はその水準に分類される。 

－ 品質分析：複数の品質特徴から得られた品質評定結果を分析すること。個々の品質特性又は品質副特

性を考慮するだけでなく，全体的な品質も考慮し，対象実体の受入れ可能性を評価することに焦点を

当てる。この分析は，各品質属性の強み及び弱みの特定，及び総合評価所見に基づく推奨事項の生成

も含む。 
 

図 3－品質評価のタスク 

4.5 品質評定モジュール 

品質評定モジュールは，対象実体のカテゴリに対して品質測定及び品質評定を実行するための，測定量，

実施環境及び評定方法をまとめた集まりである。品質評定モジュールを活用することで，明示された情報

ニーズに合致する品質評定結果を得ることが可能である。 

品質評定モジュールが包含し得る要素は，次のとおりである。 

－ 評価対象となる品質（副）特性 

－ 評価に適した対象実体のカテゴリ 

－ 評価に用いる品質測定量 

－ 関連パラメータを含む，測定条件及び実施環境 

－ 定義された品質評定水準 

品質分析品質評定品質測定

測定
結果対象

実体

品質測定量，
測定条件

測定資源
（人，環境）

評定水準，
評定方法

評定
結果

評価目標，
評価基準，
評価方法

評価結果
（OK/NG，
スコア，

推奨事項）

各品質特徴について

反復的に結果を統合
（ 品質特徴

→品質副特性
→品質特性
→総合的品質 ）

総合評価へ

評定モジュール
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－ 資源に関する要求事項 

－ 品質評定モジュールに適用される前提条件及び制約事項（例えば，このモジュールは，経験不足又は

訓練されていない利用者に起因する潜在的なインタラクションの問題を考慮する必要はない。これは，

対象実体とインタラクションを行う利用者は十分に訓練されていると想定されるためである。） 

実装評定モジュールは，既存の対象実体に直接適用可能な品質評定モジュールである。一方，テンプレ

ート評定モジュールは，測定環境及び評定方式における柔軟性を可能にするパラメータ化された品質評定

モジュールであり，将来的な利用に適している。実装評定モジュールを作成するには，テンプレート評定

モジュールのパラメータを適用してカスタマイズする。 

注記 対象実体のカテゴリは，評価対象の品質（副）特性，それらの相対的重要性，適用可能な品質評

定モジュール（評定水準の設定及び許容範囲を含む。），及び品質分析の合否の基準を決定する上

で重要な役割を果たす。ISO/IEC TR 12182 は，このような文脈において参照可能な ICT 製品のカ

テゴリ化の例を提供している。 

4.6 個別評価を用いた総合評価 

総合評価とは，対象実体について計画，開発，出荷，受入れ，保守，購買などの，様々な段階で行われ

る一種の意思決定プロセスである。総合評価は，特定の基準又は要求事項に基づいた，対象実体の品質評

価を含む。 

品質評価は，総合評価を目的として，対象実体の品質に関する客観的な情報を提供することが可能であ

る。品質評価の厳密さは，実施される総合評価のタイプに大きく依存する。 

例えば，航空又は医療の業界では，安全プロトコル，機器性能及び規制基準の遵守に関する分析を含む，

安全性の総合評価は非常に重要である。個人の安全を確保し，潜在的な危険を予防するために，このよう

な総合評価における品質評価の厳密さは高い水準であるとされている。一方，製品開発又はプロジェクト

計画の初期段階では，さらなる評価及び意思決定の出発点として，初期の見解を収集する，又は概算見積

もりを行うために，予備的な総合評価が実施される場合がある。この場合，データは後段階ほど正確では

ないため，品質評価の厳密さが低い場合がある。 

総合評価は，取得する対象実体の特定，受入れの判断，納期計画の決定，フェーズ移行の決定，各フェ

ーズ終了時の市場価値評価など，様々な活動に関わる可能性がある。 

注記 品質評価の結果は，特定の総合評価の入力として使用されることが可能であるが，品質評価自体

は，あらゆる特定の総合評価とは独立して実施される。 

5 品質評価プロセス参照モデル 

5.1 概要 

品質評価プロセス参照モデルは，一般的な品質評価プロセスを示すことを目的としている。それは次の

5 ステップで構成される。 

a) 評価の定義 

b) 評価の設計 

c) 評価の計画 

d) 評価の実行 
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e) 評価の終結 

図 4 は，各ステップで実行されるアクティビティ及び期待される成果を示す。 

図 4－品質評価プロセス参照モデル 

評価を必要とする組織が“評価の定義”ステップを主体的に行う場合，残りのステップは，外部委託さ

れる場合がある。“評価の定義”及び“評価の計画”は，並行して進めるステップとして考えることが望ま

しい。 

注記 1 この評価プロセスでは，“評価の計画”は第 3 ステップとして位置付けられている。なぜなら

ば，“評価の定義”及び“評価の設計”が完了して初めて，品質評価の作業，日程及び費用を正

確に決定することが可能になるためである。しかし，“評価の定義”及び“評価の設計”もスキ

ルのある要員の割り当てを必要とするため，評価プロセスの第 1 ステップにおいてこれらを計

評価の定義

1. 目的の確立

2. 対象実体の特定

3. 品質評価基準の定義

4. 信頼できる評価のための要求事項の定義

評価の設計

1. 評価対象とする構成要素の特定

2. 品質評定モジュールの選択及び実装

3. 品質分析方法の決定

4. 出力の定義

評価の計画

1. 評価活動の特定

2. 要員配置及びスケジュールの決定

3. 品質評価計画の記録

4. 評価計画の合意形成

評価の実行

1. 品質評定モジュールの適用

2. 品質評定結果の分析

評価の終結

1. 評価結果のレビュー

2. 評価報告書の作成

3. 品質評価のレビュー，並びに品質評価プロ

セス及び評価技法へフィードバックの提供

4. 評価データの廃棄の実施
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画することが求められる。したがって，“評価の計画”は“評価の定義”及び“評価の設計”と

並行して進めるプロセスと考えることが適切である。 

注記 2 システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを通じた品質評価プロセスの実施の

例を，附属書 C に示す。 

注記 3 この規格では，評価プロセス参照モデル及びライフサイクルプロセス規格の，プロセス定義の

構成要素としての“activity”を“アクティビティ”と表記し，プロセスで実行する“activity”
を含めた一般的な意味の場合は“活動”と表記している。 

5.2 評価の定義 

5.2.1 目的 

このステップは，事業（ビジネス）及び組織の視点から，目的，評価基準，対象実体及びその他の関連

因子を確立することによって，評価の範囲を定義することを目的とする。 

5.2.2 成果 

“評価の定義”ステップを成功り（裡）に実施した結果として次が得られる。 

a) 利害関係者からの評価への要求事項を満たすように，品質評価の活動及びタスクを詳述するために，

品質評価の目的は定義される。 

b) 評価を通じて対象実体の品質を判定するために必要な品質評価基準が定義される。 

c) 品質評価に必要な対象実体は，特定され，アクセス可能で，及び利用可能である。 

d) 評価の厳密さに関する要求事項は，評価の実施可能なアプローチを検討するための基礎として，定義

される。 

5.2.3 アクティビティ 

5.2.3.1 目的の確立 

品質評価の目的は，定義されなければならない。一般的に，品質評価は，次のような目的で実施される

（4 タイプの品質評価）。 

 
 （T1）特定の利用状況への適合性のための品質評価 

  － 目的：特定の意思決定のために，IT サービス，ICT 製品，又はデータの選択に関する情報を

取得すること 

  － 判定事項： 

   － 候補である実体が特定の要求事項を満たしているか 

   － 候補の中でどの実体が全体的に優れているか 

   － 各実体の強み及び弱み 

  － 使用する品質基準：定義された品質要求事項の集合 

 （T2）品質標準への適格性確認のための品質評価 

  － 目的：品質標準に基づいて，対象実体の品質を向上させるための品質情報を取得すること 

  － 判定事項： 
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   － その実体が確立された標準に適合しているか 

   － 品質の観点から見た，対象実体の強み及び弱み 

  － 使用する品質基準：政府及び／又は産業界の標準 

 （T3）要求事項の充足を確認するための品質評価 

  － 目的：合意された要求事項の充足を検証すること 

  － 判定事項： 

   － 対象実体が品質要求事項を満たしているか 

  － 使用する品質基準：合意された要求事項 

 （T4）市場への適合性のための品質評価 

  － 目的：経営判断のための情報を収集すること 

  － 判定事項： 

   － 対象実体が対象とする市場のニーズにどの程度合致しているか 

  － 使用する品質基準：潜在的な利害関係者ニーズから導出された要求事項（場合によっては漸

進的に開発される。） 

異なるタイプの品質評価を混在させて単一の評価として実施する場合，それぞれの評価に対する要求事

項は個別に定義されなければならない。 

例 両当事者（取得者及び供給者）が合意した品質要求事項だけに基づいて T3 評価の評価基準を確立

することが不可能な場合，供給者は，T2 評価と T3 評価とを統合することが可能である。 

5.2.3.2 対象実体の特定 

評価に必要な全ての実体は，特定又は定義されなければならない。 

品質評価の利用者は，対象実体の取得者又は供給者のいずれかである。利用者の観点から，対象実体は，

発注したもの，市販のもの，又は既存のいずれかの可能性がある。 

注記 既存の ICT 製品又は IT サービスも，対象実体となり得る（例えば，既存の ICT 製品又は IT サー

ビスを，品質評価の結果に基づいて，置き換えが必要かどうかを判断する場合）。 

例 開発中の ICT 製品が受入れテスト中である場合，製品そのものが対象実体となる。市販製品の複数

の候補の中から ICT 製品が取得される場合，その候補製品が対象実体となる。開発中の ICT 製品で

の使用に適するような，データ又はソフトウェア構成要素を取得する場合，これらの構成要素が対

象実体となる可能性がある。 

5.2.3.3 品質評価基準の定義 

品質評価基準は，定義又は特定されなければらない。 

品質評価基準は，対象実体の品質を評価するために使用する具体的な品質要求事項の集合である。それ

らは，機能適合性，信頼性，性能効率性，互換性，インタラクション容易性，保守性，柔軟性，セキュリ

ティ，安全性，及び関連規格又は規制との適合性などの項目を含む場合がある。これらの基準は，（対象）

実体によって達成される品質水準を客観的に評価し，判断することに役立つ。 

品質要求事項は，JIS X 25030 に従って，次の項目を含まなければならない。 
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－ 対象実体 

－ 選択した特性 

－ 利用者及びタスク（利用時品質の要求事項に対してだけ） 

－ 条件付き品質目標 

－ 品質測定量 

－ 目標値 

－ 値の許容範囲 

上記の項目は，品質評価基準として使用することが可能である。 

与えられた要求仕様が，品質評価のための十分な品質要求事項の集合を提供しない場合がある，又はそ

れら要求仕様の中の品質要求事項の一部が上記の項目を欠いている場合がある。評価設計及び計画におい

ては，品質評価のための，適切なスキル，ツール及び技法を選定する必要があるため，それらの要求事項

を補完する必要がある。 

特に，品質評価基準を確立するためには，次の因子を考慮することが望ましい。 

a) 重要性及びインテグリティレベル 

品質評価基準は，評価される対象実体の状況及び性質に応じて異なる場合がある。評価がシステムのイ

ンテグリティレベルに関連する場合，対象実体の品質特性及び副特性に要求される度合いは，想定される

利用の重要性を満たす必要がある。 

注記 1 ISO/IEC/IEEE 15026-3 は，システム及びソフトウェアのインテグリティレベルを規定している。

ソフトウェアに要求されるインテグリティレベルは，評価の厳密さ及び正式さの大部分を決定

する。 

例 1 機能完全性の特性に適用される評価技法には，要求水準が低いレベルから高いレベルまで，評価

の異なるレベルの要求事項に応じて，次のものがある。 

－ 機能テスト又はブラックボックステスト 

－ チェックリストに基づく開発文書類のインスペクション 

－ テストカバレッジ基準を用いた単体テスト 

b) 品質評価基準の情報源 

品質評価基準は，あらかじめ定義された情報源を用いて確立することが可能である。品質評価基準の情

報源には，次の 2 種類がある。 

1) 診断モデル：特定ドメインの特定カテゴリの対象実体に対してあらかじめ定義された品質評価基準

であり，対象実体の評価に対して十分に優先順位付けされた品質要求事項の集合を含む。 

2) 要求仕様：開発又は取得する特定の対象実体についての，品質要求事項の集合で構成される。 

例 2 診断モデルには，政府が制定した標準，業界団体の標準，及び特定の組織又はプロジェクト内で

一般的に使用される標準を含めることが可能である。 

例 3 要求仕様には，取得者と供給者との間で相互に合意した要求仕様，及び評価プロセスに合わせて

個別に開発された専用の要求仕様を含めることが可能である。 

注記 2 要求仕様を用いた品質評価は，評価される対象実体が要求事項を満たすかどうかを示すことだ

け可能であるため，実体の品質をスコアリングすることには適さない。開発組織が特定ドメイ

ン向けの診断モデルをもつ場合は，要求仕様及び診断モデルを組み合わせて使用して，より客
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観的かつ包括的な品質評価を実施することが可能である。 

評価のタイプ（T4 を除く）は，表 2 に示すように，利用可能な品質評価基準の情報源を決定する。T4 の

場合，診断モデル及び要求仕様の両方を利用することが可能である。 

品質評価基準を確立する際には，次の側面を明確にすることが望ましい。 

－ 品質評価基準の情報源で，それがどのように取得され導出されるかを含む。 

－ 情報源に記載されている期待される品質で，その重要さの理由及び実証することが必要な事項を含む。 

表 2－品質評価のタイプ及び利用可能な品質評価基準の情報源 

品質評価のタイプ 利用可能な品質評価基準の情報源 
T1 特定の利用状況への適合性のための品質評価 要求仕様 
T2 品質標準への適格性確認のための品質評価 診断モデル 
T3 要求事項の充足を確認するための品質評価 要求仕様 
T4 市場への適合性のための品質評価 要求仕様又は診断モデル 

注記 3 附属書 Bは，幾つかの事業状況について，品質評価基準をどのように設定するかを示している。 

5.2.3.4 評価の厳密さに関する要求事項の定義 

品質評価の厳密さに関する要求事項は，定義されなければならない。評価における“厳密さ”とは，測

定及び評価結果の正確性，信頼性（例えば，測定の繰り返し精度及び再現精度）及び妥当性を確実にする

ために評価プロセスにおいて適用される完璧さ，精度及び正確さのレベルを指す。 

注記 1 測定の信頼性に関する更なる情報は，JIS X 25020:2021 の附属書 B に記載されている。 

評価結果が契約条件の達成可否の判断などに直接活用される場合には，評価の厳密さが極めて重要にな

る。特に，評価結果が重要な経営判断のための客観的なデータとして採用される場合には，評価の厳密さ

を慎重に考慮することが望ましい。 

これらの要求事項を確立するためには，次の因子を考慮することが望ましい。 

a) 情報ニーズの範囲 

b) 測定値の客観性及び正確性（測定をどのように厳密に行う必要があるか） 

c) 評定水準の受入れ可能性 

d) スコアリングの重み付けの受入れ可能性 

e) 品質評価の透明性 

因子 a)及び b)の程度は，評価費用に大きく影響する。 

注記 2 評価の厳密さを定義するために，附属書 B は，品質評価の各タイプについて考慮事項を挙げて

いる。 

5.3 評価の設計 

5.3.1 目的 

このプロセスの目的は，品質評価の設計を行うことであり，これは，評価対象となる対象実体及びその

個別の評価を必要とする構成要素，品質の測定，評定及び分析に適用される方法，並びにその出力を含む。 

5.3.2 成果 
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“評価の設計”ステップを成功り（裡）に実施した結果として次が得られる。 

a) 品質評価に必要な構成要素が特定される。 

b) 対象実体の品質を測定及び評定するために適用可能な品質評定モジュールが選択される。 

c) 品質評定結果から品質を分析するために適用可能な品質分析方法が選択される。 

d) 利害関係者の意図した用途に必要な品質評価の出力が定義される。 

5.3.3 アクティビティ 

5.3.3.1 評価対象とする構成要素の特定 

品質評価において，個別に評価を行う必要のある実体及び構成要素は，特定されなければならない。こ

れらの評価は，品質分析を通じて統合され，包括的な品質評価結果を生成する。 

IT サービスを評価する場合，構成要素は，様々な ICT 製品及びデータであることがある。また，ICT 製

品自体も，他の ICT 製品及びデータを含む構成要素の集合をもつことがある。 

ICT 製品が，異なるシステムカテゴリに属する構成要素で構成される場合，特定の評定モジュールは，

明示された情報ニーズ（品質特性）に基づいて，特定カテゴリの構成要素にだけ適用可能なことがある。 

例 利用者インタフェースを備えた端末機器及び大量の処理要求を扱うサーバ装置から構成される ICT
製品の場合，二つの構成要素を特定することが可能であり，各構成要素に適用する適切な評定モジ

ュールを決定することが重要である。 

5.3.3.2 品質評定モジュールの選択及び実装 

対象実体（又はその構成要素）の品質評定モジュールを選択し，実装しなければならない。 

品質評定モジュールを準備するには，次の手順を用いることが望ましい。 

a) 対象実体にとって重要な品質（副）特性を選択する。 

b) 各品質（副）特性に関する情報ニーズを明示する。すなわち，選択した品質（副）特性の観点から，

対象実体の品質について知りたいことを明示する。 

c) 評定モジュールを準備するために，次の方法のいずれかを選択し，実施する。 

1) 利用可能なテンプレート評定モジュールから適切なものを探す。 

2) 既存の品質測定量から適用可能な品質測定量を選択する（説明を読むことで）。 

3) 情報ニーズを設定し，新しい測定量を定義する。 

注記 1 テンプレート評定モジュールは，4.5 に記載した項目が対象実体の評価要求事項と整合する場

合，適切とみなされる。 

注記 2 既存の品質測定量は，JIS X 25022，JIS X 25023，JIS X 25024 及び ISO/IEC TS 25025 から得る

ことが可能である。 

一つの品質特性又は副特性に対する情報ニーズの数は，一つ以上となる可能性がある。各情報ニーズに

ついて，少なくとも一つの実装評定モジュールを実装しなければならない。c) 1)の場合，テンプレート評

定モジュールのパラメータを定義することで実装評定モジュールを準備可能であるのに対して，c) 2)及び

c) 3)の場合，利用可能な品質測定量又は新たに定義した品質測定量から作成する必要がある。 

注記 3 必要な測定源が利用できない場合，一部の品質測定量又はテンプレート評定モジュールは，適

用不可能なものがある。 
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5.3.3.3 品質分析方法の決定 

品質評価の出力を生成するための品質分析法を決定しなければならない。品質評定モジュールが対象実

体又はその構成要素に適用されると，明示された品質特徴に対する特定の品質水準であることを示す評定

結果を生成する。 

品質分析方法を決定するには，次の側面を考慮することが望ましい。 

a) 評定結果を統合及び解釈するアプローチ 

b) 必要な出力を生成する方法 

5.3.3.4 出力の定義 

品質評価の目的及びその評価結果を使う総合評価を考慮して，品質評価の出力は定義されなければなら

ない。 

表 3 は，品質評価の出力例及びそれらに適用可能な品質基準の情報源を示す。要求仕様だけに依存する

と，客観的なスコアを得られず，又は強み及び弱みを示せないことに留意することが望ましい。そのため，

診断モデルも併せて考慮することが望ましい。 

表 3－品質評価の出力例及びそれらに適用可能な品質基準の情報源 

品質評価の出力 適用可能性 
カテゴリ 出力項目 診断モデル 要求仕様 

総合的な評価 
合否 V V 
標準値とのスコア比較（複数対象の場合の比較） V － 

各品質（副）特性の評価 

合否 V V 
評価スコア（複数対象の比較） V － 
強み及び弱み V － 
満たされていない品質要求事項 V V 

比較 評価スコア付きの（所定の条件を満たす）候補 V V 
品質予測 開発完了時の合否の予測 V V 

改善事項の指摘 
是正事項 V V 
優先順位付き推奨事項 V V 

記号説明 
V：適用可能 

5.4 評価の計画 

5.4.1 目的 

このプロセスの目的は，品質評価において適用する範囲及びアプローチを策定し，合意し，記録し，関

連する利害関係者に伝達することである。 

5.4.2 成果 

“評価の計画”ステップを成功り（裡）に実施した結果として次が得られる。 

a) 定義された品質評価を実施するために必要な全ての活動が特定される。 

b) 品質評価計画が実行可能である。 

c) 品質評価計画が，品質評価の実施能力の実施状況を監視，総合評価及び管理するために利用可能であ

る。 
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d) 品質評価計画は，全ての利害関係者によって合意される。 

注記 a)～d)に示す品質評価の追跡及び監視は，計画と実績との比較を通じて実施可能であり，利害関

係者の関与，組織，スケジュール，活動，品質評価の成果物が含まれる。 

5.4.3 アクティビティ 

5.4.3.1 評価活動の特定 

5.3 のステップで定義した品質評価を実施するために，必要な活動が特定されなければならない。 

5.4.3.2 要員配置及びスケジュールの決定 

良く構成された組織の確立，適切な役割及びスキルの特定，並びに評価プロセスの円滑な実行を可能と

する効率的なスケジュール作成のために，要員配置及びスケジュールを決定しなければならない。 

このアクティビティには，次のタスクが含まれる。 

a) 評価プロセスに関連する組織の構造及び責任範囲の定義 

b) 評価の実施に関わる担当者の役割及び必要なスキルの特定 

c) 見積もり，依存関係，及び要員の空き状況に基づいて，求められる各活動のスケジュール策定 

5.4.3.3 品質評価計画の記録 

品質評価を実施するためには，適切な品質評価計画を記録しなければならない。計画には，次の項目を

含めなければならない（ただし，これらに限定されない。）。 

－ 適用範囲（評価の範囲及び対象実体） 

－ 評価の目的 

－ 評価活動及びそのスケジュール（マイルストーンを含む。） 

－ 品質評価基準，測定源及び品質評定モジュールの準備（それらに用いるツール及び環境を含む。） 

－ 品質測定，品質評定及び品質分析の実行 

－ 文書化及び報告 

－ 評価方法，ツール及び技法 

－ 組織（構造，役割及び責任範囲） 

－ 評価のための資源（人的資源，予算，設備など） 

注記 1 ISO/IEC/IEEE 16326 は，プロジェクト計画の策定に関する詳細な指針を提供している。 

注記 2 品質評価は，1 回で完結する必要はなく，複数のフェーズに分割可能で，異なる品質特性の集

合を評価する又は開発中の対象実体に対して同じ特性の集合を繰り返し評価することが可能で

ある。 

注記 3 システムインテグレータ，開発者，品質保証担当者，独立した評価者など，様々な評価者グル

ープが関与することがある。 

注記 4 評価方法には，活用する品質評定モジュール及び品質分析方法が含まれる。 

例 品質評価に関与する役割には，評価責任者，評価者及び関連組織を含めることがある。 

5.4.3.4 評価計画の合意形成 

利害関係者を積極的に関与させることによって，評価プロセスについて協調的かつ共同的アプローチを
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促進して､評価計画は，全ての関係者の間で合意形成されなければならない。 

このアクティビティは，次のタスクで構成される。 

a) 評価計画に関して，利害関係者の視点からの意見を収集する。 

b) 評価計画と利害関係者の見解との間の不一致又は不整合を解決する。 

c) 利害関係者のフィードバックを反映して評価計画を改訂する。 

d) 関連する利害関係者から，評価計画に対する承認を得る。 

5.5 評価の実行 

5.5.1 目的 

このプロセスの目的は，評価計画を実行し，期待される成果物及び証拠を生成することである。 

5.5.2 成果 

“評価の実行”ステップを成功り（裡）に実施した結果として次が得られる。 

a) 計画された品質評定モジュールを対象実体に適用することによって，品質評定結果が生成される。 

b) 評定結果の分析を通じて，品質（副）特性の達成度が記述される。 

c) 品質評価の妥当性の証明に利用可能とするために，品質評価のログが記録される。 

5.5.3 アクティビティ 

5.5.3.1 品質評定モジュールの適用 

選定された品質評定モジュールは，評価計画に従って，実装され，かつ，対象実体及びその構成要素の

評価に適用されなければならない。この適用によって，対象実体に対する品質評定結果が生成される。品

質評定モジュールで使用される品質測定量の測定結果は記録されなければならない。 

5.5.3.2 品質評定結果の分析 

得られた評定結果の集合は，副特性及び特性の評価結果を導出するために分析されなければならない。

この分析は，対象実体が品質評価基準を満たす程度を示す結果を要約することを目的としている。 

5.6 評価の終結 

5.6.1 目的 

このプロセスの目的は，妥当性及び有用性を確保する方法で，正当と認められ，かつ，全ての利害関係

者の意図した用途におけるニーズを満たす，品質評価結果を生成することである。 

5.6.2 成果 

“評価の終結”ステップを成功り（裡）に実施した結果として次が得られる。 

a) 品質評価結果はレビューされ，評価及び意図した用途に関して明記された利害関係者要求事項に照

らして，それら品質評価結果の正当性及び適合性は，検証され，妥当性確認される。 

b) 結果に対する，評価及び意図した用途に関して明記された利害関係者要求事項に照らして，検証及び

妥当性確認を通じて，品質評価結果の正当性及び適合性が確保される。 
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c) 品質評価結果は，関与する利害関係者又は組織が必要な対応をとれるようにするために利用可能と

する。 

d) 品質評価結果は，品質評定モジュールの評価技法の改善のために提供され，フィードバックされる。 

e) 評価データは，要求に応じるように廃棄される。 

5.6.3 アクティビティ 

5.6.3.1 評価結果のレビュー 

評価者及び依頼者は，品質評価結果の正当性及び適合性を検証し，妥当性を確認するため，共同レビュ

ーを実施しなければならない。 

注記 依頼者とは，品質評価プロセスを開始し，評価を受ける特定の利害関係者の集まり，組織又はコ

ミュニティの代表者を指す。 

5.6.3.2 評価報告書の作成 

評価報告書は，その意図した用途に基づいて，次の要素を含めて作成されなければならない。 

a) 品質評価要求事項 

b) 品質評価計画 

c) 実施した測定及び分析の結果 

d) 評価計画によって明示された場合，中間結果又は判定の解釈 

e) 評価活動中に直面した制限，制約，不備又は例外事項 

f) 評価者及びその適格性に関する情報 

g) 不備の発生時の解決策又は回避策 

h) 評価の繰り返し又は再現を可能にするために必要なその他の情報 

i) 評価の結果 

評価報告書に対するレビューコメントは，収集し，対処し，解決した後，最終版の報告書に適切に反映

しなければならない。 

5.6.3.3 品質評価プロセスのレビュー 

評価者は，評価プロセス，指標，及び活用した測定量の妥当性について，徹底的なレビューを行わなけ

ればならない。このレビューから得られたフィードバックは，評価プロセス全体を強化するために，及び

評価技法（特に評定モジュール）の有効性を改善するために，活用することが望ましい。必要に応じて，

将来の使用に向けて，既存の指標の改善及び妥当性確認を確実にするように，それらを強化するための追

加のデータ収集を検討することが可能である。 

5.6.3.4 評価データの廃棄の管理 

評価が完了した後，評価データ及び関連項目は，依頼者の要求事項に従って管理され，廃棄されなけれ

ばならない。 

評価データを廃棄する場合，データの種別に応じて，次のいずれかのアプローチを適用しなければなら

ない。 

－ 評価のために提供された文書は，依頼者に返却するか，又は明示された期間保管する。もう一つの方
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法としては，機密性を確実にするために安全に破棄することも可能である。 

－ 評価報告書及び評価記録は，将来の参照又は監査の目的のために明示された期間保管する。 

－ 上記のいずれの区分にも該当しないその他の全てのデータは，データの機密性及び関連性に応じて，

明示された期間保管するか，又は安全に破棄する。 

あるデータについて，明示された保管期間が満了した場合に，データの連続性（又は継続性）のための

継続しているニーズ，及び要求事項又は状況の変化を考慮して判断を行わなければならない。決定された

対応方針に基づき，データは期間を延長して保管するか，又は安全に廃棄することが可能である。 
  



 
X 25040：0000 (ISO/IEC 25040：2024) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

（20） 

附属書 A 
（参考） 
測定源 

 

測定源は，その可用性に基づいて，提供物又は設計成果物から選択する。測定は，幾つかの品質特性を

定量化するために，何らかの測定手段を用いて，測定源に対して実施される。 

測定源は，全てではなく，一部の品質（副）特性の測定に適用可能である。 

表 A.1 は，測定源の一覧及び ICT 製品又はデータの品質評価のための品質（副）特性への適用性を示す。 
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表 A.1－測定源及び品質（副）特性への適用性 

測定対象 
測定 品質（副）特性への適用可能性 

測定源 定量化のための特徴 測定の手段 QiU 
PQ 

DQ 
Fs I Pe R C Se Sa M Fl 

提供物 

実行プログラム 
実行時の動作 テスト － F F F F F F F F F F 
利用時の利害関係者に対する

影響 
テスト F P P P P P P P P P P 

ソースコード プログラムの構造 静的解析（警告，測定量） － F － － F F F F F F － 

データ 
データの構造 静的解析（警告，測定量） － F － － F － － － － － F 
データ値 テストデータ（＋実行プログラム） － F － － F － － － － － F 

利用者マニュアル 

文書内の構造及び項目 
プログラム動作の記述 

リーディング・インスペクション（包括性，十

分性） 
－ F F － F － P P － － － 

利用時の利害関係者への影響 マニュアルを用いたプログラム実行 F － P － － － － － － － － 
文書の品質 文書チェッカー／インスペクション結果 － － － － F  － － － － － 

保守マニュアル 

文書内の構造及び項目 
プログラム動作の記述 

リーディング・インスペクション（包括性・十

分性） 
－ － － － － F － － F F － 

利用時の利害関係者に対する

影響 
マニュアルを用いたプログラム実行 F － － － － － － － F F － 

文書の品質 文書チェッカー／インスペクション結果 － － － － F － － － F － － 

設計成果物 

設計仕様 文書の品質 文書チェッカー，インスペクション，静的解析 － － － － － － － － F － － 
利用時モデル（ユースケースな

ど） 
利用時の利害関係者への影響 

机上の実行／モデル実行／自動的検証， 
インスペクション（包括性，十分性） 

F － － － － － F F F － － 

動的モデル（状態図など） 記述された動作 
机上の実行／モデル実行／自動的検証， 
インスペクション（包括性，十分性） 

－ F － P － － P P － － － 

静的モデル（クラス図など） 
記述された構造（コード及びデ

ータ） 
静的解析，インスペクション（包括性，十分性） － P － － － － P P F P F 

プロトタイプ 
（実行プログラムと同様） 

実行時の動作 デモンストレーション／テスト － F F F F F F F F F F 
利用時の利害関係者に対する

影響 
デモンストレーション／テスト F － P － － － P P P P P 

両方に共通 

インスペクション関連文書（手

引，チェックリストを含む。） 
インスペクションについての

観点及び項目，結果 
インスペクション（包括性，十分性） F F F F F F F F F F F 

テスト文書 
テストについての観点及び項

目，結果 
インスペクション（包括性，十分性） F F F F F F F F F F F 

記号説明 
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測定対象 
測定 品質（副）特性への適用可能性 

測定源 定量化のための特徴 測定の手段 QiU 
PQ 

DQ 
Fs I Pe R C Se Sa M Fl 

F 十分に適用可能 
P 部分的に適用可能 
PQ 製品品質 
DQ データ品質 
QiU 利用時品質 
Fs 機能適合性 
I インタラクション容易性，対話性 
Pe 性能効率性 
R 信頼性 
C 互換性 
Se セキュリティ 
Sa 安全性 
M 保守性 
Fl 柔軟性 
注記 “／”は“及び／又は”を意味する。 
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附属書 B 
（参考） 

品質評価の 4 タイプの例 

表 B.1 は，品質評価の 4 タイプの典型的なパターンを示す。これらは，品質評価のために，事業の状況

をどのように定義するかについての指針を提供する。 
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表 B.1－品質評価の 4 タイプの実例 

評価のタイプ 評価用途 
評価結

果の利

用者 

対象実体の種

類 
数 

品質モデ

ル 
品質基準 

評価の実

施者 

評価結果の要件 

発注 市販 
Qi
U 

SQ/ 
PQ/ 
DQ 

種類 
取得する

情報源 
出力 

要求

水準 
評価結果を活用

した総合評価 

T1 

特定の利

用状況へ

の適合性

のための

品質評価 

どの対象実体が IT サービス又は

ICT製品の構成要素として最適で

あるかを，品質の視点から企画・

開発・保守中に明確にする。 

取得者 
V 

（提

案） 
V ≧1 F F 要求仕様 

取 得 者 の

ニーズ 

インテグ

レータ 
（ 開 発

者） 

－評価スコア付きの（所

定の条件を満たす）

候補 
M 

取得前の選択判

断 
（＋費用，納

期，保守のリス

ク及び費用） 

T2 

品質標準

への適格

性確認の

ための品

質評価 

対象実体が何らかの権限によっ

て設定された品質標準を満たし

ているかを判断する。 

供給者

／ 
取得者 

－ V 1 － F 
診断モデ

ル 
政府／ 
業界団体 

独立した

評価者 －総合的な合否 
－QC ごとの評価 
・合否 
・未達の品質要求事項 

H 公式な認証 

対象実体が一定レベルの品質標

準を満たしているかを判断する。 
供給者 V V 1 － F 

診断モデ

ル 

業 界 団 体

／ 
開発組織 

品質保証

担当者 

L 
（自主的）自己適

合宣言 

M 
（自主的）第三

者適合宣言 

T3 

要求事項

の充足を

確認する

ための品

質評価 

対象実体が明示された品質目標

を達成しているかを確認する。 

取得者 V － 1 F － 要求仕様 

取 得 者 と

供 給 者 と

の 間 の 合

意 

調達部門

／ 
品質保証

担当者 
－総合的な合否 
－QC ごとの評価 
・強み及び弱み 
・未達の品質要求事項 

H 

受入れ判断 
（＋追加費用，

事業スケジュー

ル） 

供給者 V － 1 － F 要求仕様 

取 得 者 と

供 給 者 と

の 間 の 合

意 

品質保証

担当者 

出荷判定 
（＋費用，納

期） 

供給者 － V 1 F F 要求仕様 
製 品 責 任

者 
品質保証

担当者 

－総合的な合否 
－QC ごとの評価 
・強み及び弱み 
・未達の品質要求事項 

M 
出荷判定 
（＋費用，市場

状況） 

現在の開発フェーズにおいて対

象実体を評価し，その最終成果物

が明示された品質目標を達成す

る可能性を判断する。 

供給者 

V 
（プロ

セス内

成果

V 
（プロ

セス内

成果

1 P F 要求仕様 

取 得 者 と

供 給 者 と

の 間 の 合

意／ 

開発者／ 
品質保証

担当者 

－将来の期待度 
－QC ごとの評価 
・強み及び弱み 
・優先順位付き推奨事

M 

フェーズ移行判

断 
（＋開発費用，

納期への影響） 
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物） 物） 製 品 責 任

者 
項 

T4 

市場への

適合性の

ための品

質評価 

利用者の視点から対象実体を評

価する。 
取得者 － V ≧1 F P 

診断モデ

ル 

業 界 団 体

（ ベ ン チ

マーク） 

独立した

評価者 

－総スコア 
－QC ごとの評価 
・総合的なスコア 
・強み及び弱み 

L 

利用者の報告

（→選択判断） 
（＋その他のサ

ービス，費用，

納期） 

開発中の対象製品の品質は市場

価値があるかを評価する。 
供給者 

V 
（プロ

セス内

で実行

可能） 

V 
（プロ

セス内

で実行

可能） 

1 F P 
進化する

要求仕様 
開発組織 開発者 

－利害関係者による満足

度 
－QC ごとの評価 
・強み及び弱み 
・優先順位付き推奨事

項 

L 

各スプリント終

了時の市場価値

判定 
（＋開発費用，

納期への影響） 

記号説明 
V 適用可能である。 
F 十分適用可能である。 
P 部分的に適用可能である。 
H 高 
M 中 
L 低 
SQ IT サービス品質 
QC 品質特性 
注記 “／”は“及び／又は”を意味する。 





 
 

  

附属書 C 
（参考） 

システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを通じた品質評

価プロセスの実施 

この規格の品質評価プロセスをシステム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセス内で実施する

場合，JIS X 0170（システムライフサイクルプロセス）及び／又は JIS X 0160（ソフトウェアライフサイク

ルプロセス）で定義され，表 C.1 に示す品質評価の実施とは典型的な対応関係をもつ，ライフサイクルプ

ロセスのアクティビティ及びタスクを，品質評価を実施するために選択し，適用することが可能である。 

注記 そのような品質評価について，製品ライフサイクルで適用されるプロセスは，JIS X 0170 及び／

又は JIS X 0160 のアクティビティ及びタスクを選択及び組み合わせた“プロセスビュー”として

記載することが可能である。プロセスビュー及び特別な注意を払うために選択された重要品質特

性に対処するための専門エンジニアリングに関するプロセスビューについての更なる情報は，

ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024 の Annex D に記載されている。 

表 C.1－品質評価プロセスに寄与するライフサイクルプロセスの典型的な対応関係 

品質評価プロセスに典型

的に対応する JIS X 0170
及び／又は JIS X 0160 の

システム／ソフトウェア

ライフサイクルプロセス 

品質評価プロセスへのシステム及び／又はソフトウェアライ

フサイクルプロセスの貢献の例 
システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを

適用する際，それらのプロセス，アクティビティ又はタスクを

通じて品質評価を実施するために，次を実施することがある。 

品質評価プロセスの

対応するステップ 

合意プロセス（6.1） 
取得プロセス（6.1.1）及

び供給プロセス（6.1.2） 
－ 特に注意を要する重要品質特性を特定及び選択し，必要

な評価，及びそのプロセス，アクティビティ又はタスク

の計画及び実施について合意する。 

評価の定義 

組織のプロジェクトイネーブリングプロセス（6.2） 
ライフサイクルモデルマ

ネジメントプロセス

（6.2.1） 

－ 重要品質特性の評価の遂行及び実施する品質改善活動の

調整を考慮して，プロジェクトがテーラリングして使用

するプロセス及びライフサイクルモデルを組織的に確立

する。 

評価の計画 

インフラストラクチャマ

ネジメントプロセス

（6.2.2） 

－ システムソリューション（解）に取り組むプロジェクト

の実施に必要な環境を確立し，必要な資源を提供する。

これには，品質評価を通じて実証可能になるような，要

求される重要品質特性の実現を含む。 

評価の計画， 
評価の終結 

ポートフォリオマネジメ

ントプロセス（6.2.3） 
－ プロジェクトを確立，軌道修正，又は中止する。要求さ

れる重要品質特性が，品質評価を通じて実証可能であ

り，提供可能であるようなシステムを実現するために，

人的，物的，及び財務的資源を含む必要な資源を提供す

る。 

評価の計画， 
評価の終結 

ヒューマンリソースマネ

ジメントプロセス

（6.2.4） 

－ 適切で，効果的で及び正当な品質評価を遂行するため

に，訓練され，資格があり，能力のある要員を提供す

る。 

評価の計画（要員配

置及びスケジュール

の決定） 
品質マネジメントプロセ

ス（6.2.5） 
－ 確立された品質管理方針，目標，手順，品質評価基準及

び方法，並びに品質管理の実施に関する定義された責任

及び権限に基づいて，組織の品質マネジメントシステム

を構築するような品質評価を遂行するために，要員，技

術及び環境を含む資源について，組織化し，資金提供

し，提供し，改善する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 
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品質評価プロセスに典型

的に対応する JIS X 0170
及び／又は JIS X 0160 の

システム／ソフトウェア

ライフサイクルプロセス 

品質評価プロセスへのシステム及び／又はソフトウェアライ

フサイクルプロセスの貢献の例 
システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを

適用する際，それらのプロセス，アクティビティ又はタスクを

通じて品質評価を実施するために，次を実施することがある。 

品質評価プロセスの

対応するステップ 

ナレッジマネジメントプ

ロセス（6.2.6） 
－ 収集された評価経験及び履歴データから得られた教訓を

伝える知識及び品質評価のために再利用可能なプロセス

及び技法の集まりを利用可能にする知識を提供する。 

評価の計画， 
評価の終結 

テクニカルマネジメントプロセス（6.3） 
プロジェクト計画プロセ

ス（6.3.1）並びにプロジ

ェクトアセスメント及び

制御プロセス（6.3.2） 

－ 製品ライフサイクルにおいて，漸進的，反復的又は周期

的に，品質評価を実施するように計画及び再計画する。 
－ 要求される重要品質特性の達成の進展度合いを監視し，そ

の結果を利害関係者及び管理者に伝える。 

評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

意思決定マネジメントプ

ロセス（6.3.3） 
－ 重要品質特性に対する品質評価の結果を用いて，選択し

うる別の要求事項，アーキテクチャ特性及び設計特性

を，決定基準に照らして（総合）評価する。 
－ 適切な選択モデルを用いて，これらの比較の結果を順位付

けし，その順位を用いて代替案から最適解（ソリューショ

ン）を選択する。 

評価の実行 

リスクマネジメントプロ

セス（6.3.4） 
－ 重要品質特性の達成に関連するリスクを含む，システム

のリスクを特定し，評価し，及び対処する。 
評価の定義 

測定プロセス（6.3.7） － 情報ニーズ（例えば，組織の戦略目標，プロジェクト目

標，特定されたリスク，プロジェクト決定に関連するそ

の他の事項）を特定し，優先順位付けすることで，測定

量と要求される重要品質特性とを関連付けるアプローチ

を定義する。情報ニーズを満たす測定量を選択し，明記

する。 
データ収集，分析，アクセス及び報告手順を定義する。 
情報項目及び測定プロセスを評価する基準を定義する。 

－ 要求される重要品質特性に対して，データ生成，収集，

分析，及び報告のための手順を関連プロセスに統合し

て，測定を実施する。 
データを収集，格納，及び検証する。 
データを分析し，情報項目を作成する。 
結果を記録し，測定の利用者へ通知する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

品質保証プロセス

（6.3.8） 
－ 確立された基準，契約，規格及び規則への適合性につい

て，要求される重要品質特性に対する製品又はサービス

の評価を実施する。 
－ 重要品質特性の達成に関連する，特定されたインシデン

ト及び問題に対処し，処置する。 
－ 製品，サービス及びプロセスの評価についての品質保証

記録及び報告書を管理する。さらに，システム又はシス

テム要素によって提供される品質特性の達成度合いにつ

いて，重要品質特性を含め，品質要求事項と比較した上

で，品質特性の度合い）について，判断が適切に行われ

ていることを証拠だてる。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

テクニカルプロセス（6.4） 
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品質評価プロセスに典型

的に対応する JIS X 0170
及び／又は JIS X 0160 の

システム／ソフトウェア

ライフサイクルプロセス 

品質評価プロセスへのシステム及び／又はソフトウェアライ

フサイクルプロセスの貢献の例 
システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを

適用する際，それらのプロセス，アクティビティ又はタスクを

通じて品質評価を実施するために，次を実施することがある。 

品質評価プロセスの

対応するステップ 

ビジネス又はミッション

分析プロセス（6.4.1） 
－ 問題領域の定義及び解決策領域（関連するトレードオフ

領域を含む。）の特徴付けにおいて，品質要求事項として

明示され，達成される度合いを評価される，重要品質特

性（例えば，安全性，セキュリティ，ユーザビリティ）

というような，状況（コンテキスト）及び主要なパラメ

ータに対する理解を深める。 

評価の定義 

利害関係者ニーズ及び利

害関係者要件（要求事

項）定義プロセス

（6.4.2） 

－ 特性（重要品質特性を含む。）及び関連する情報項目を選

択し，定義する。 
－ アクティビティ及び文書化は，重要品質特性の要求事項

を特定し，優先順位付けし，定義し，記録するのに役立

つ。 

評価の定義 

システム（及び／又はソ

フトウェア）要件（要求

事項）定義プロセス 
（6.4.3） 

－ 重要品質特性のパラメータを明示する。次に，開発対象

の具体的システムに関して，これらの要求事項の達成を

追跡するために測定量を選択する。 

評価の定義， 
評価の設計 

システムアーキテクチャ

定義プロセス（6.4.4） 
－ アーキテクチャの観点から，利害関係者の関心事を特定

し，それらがライフサイクルの各段階に渡って期待値又

は制約条件へと変換されるようにする。これらの期待値

又は制約条件は重要品質特性（例えば，可用性，セキュ

リティ，有効性，活用段階でのユーザビリティ，支援段

階での保守性など）に関連するものである。 
－ アーキテクチャ決定を左右する，重要品質特性の要求事

項に対処する。これには，関心事及び関連特性に対する

アーキテクチャの評価も含む。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

設計定義プロセス

（6.4.5） 
－ 特定の特性に対する設計基準及びそれらの基準に基づく

代替設計の評価を提供するように，必要な設計特性とし

ての重要品質特性を決定する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

システム分析プロセス

（6.4.6） 
－ 重要品質特性に関するトレードオフ領域を理解するため

に必要な分析のレベルを決定する。 
－ 数学的解析，モデリング，シミュレーション，実験，プ

ロトタイプの試用及び他の技法というような分析及び／

又は評価の技法を通じて，重要品質特性を分析する。 
－ 分析結果を他のテクニカルプロセスにおけるトレードオ

フの決定に入力する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の実行， 
評価の終結 

実装プロセス（6.4.7） － 重要品質要求事項が満たされたことを示す証拠を記録す

る。 
評価の実行 
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品質評価プロセスに典型

的に対応する JIS X 0170
及び／又は JIS X 0160 の

システム／ソフトウェア

ライフサイクルプロセス 

品質評価プロセスへのシステム及び／又はソフトウェアライ

フサイクルプロセスの貢献の例 
システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを

適用する際，それらのプロセス，アクティビティ又はタスクを

通じて品質評価を実施するために，次を実施することがある。 

品質評価プロセスの

対応するステップ 

インテグレーションプロ

セス（6.4.8） 
－ 統合計画を策定する。インテグレーション過程においての

重要品質特性の達成の進展度合いに関する考慮を含め計

画する。 
－ システム要素が統合されるにつれて，インタフェース及び

選択したシステム機能について，正しい起動及びインテグ

リティを確認するためのチェックポイントを特定し，定義

する。 
－ 計画した順序に従って，統合中のシステム及びシステム要

素について重要品質特性の達成の進展度合いの評価と併

せて，実装されたシステム要素を結合する。 
－ 統合結果及び発生した全ての異常を記録し，判断する。次

に，重要品質特性の達成を示す証拠を確認し，記録する。 

評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行 

検証プロセス（6.4.9） － 重要品質特性の評価の実施を含む，検証を実施するための

戦略を計画し，実行する。 
－ 検証から得られた結果と，重要品質評価の基準に関連する

成功基準で定義された期待結果とを比較するための，検証

手順を実行する。 
－ 提出された要素の正しさの度合い及び結果に対する確信

度を推定し，品質評価のための分析に関する見解を提供す

る。 
－ 検証結果及び発生した全ての異常を記録する。さらに，シ

ステム又はシステム要素によって提供される品質特性の

達成度合いについて，重要品質特性を含め，品質要求事項

と比較した上で，判断が適切に行われていることを証拠だ

てる。 

評価の特定, 
評価の設計, 
評価の計画, 
評価の実行， 
評価の終結 

移行プロセス（6.4.10） － システムを実施環境にインストール（設置）する場合は，

必要であれば，重要品質要求事項を満たすように，設計上

の制約と運用実施上の制約との間のトレードオフを決定

する。 

評価の実行 

妥 当 性 確 認 プ ロ セ ス 
（6.4.11） 

－ 妥当性確認の各行動（重要品質特性の評価を含む。）に対

して，適切な妥当性確認方法及び関連する成功基準を選択

する。 
－ 妥当性確認（重要品質特性の評価の実施を含む。）を支援

するために，必要なイネーブリングシステム又はサービス

を，特定し，計画し，及び入手又は取得する。 
－ 妥当性確認から得られた結果と，重要品質特性に関連する

成功基準で定義された期待結果とを比較するための，妥当

性確認手順を実施する。 
－ 妥当性確認結果及び発生した全ての異常を記録する。さら

に，システム又はシステム要素によって提供される品質特

性の達成度合いについて，重要品質特性を含め，品質要求

事項と比較した上で，判断が適切に行われていることを証

拠だてる。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 
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品質評価プロセスに典型

的に対応する JIS X 0170
及び／又は JIS X 0160 の

システム／ソフトウェア

ライフサイクルプロセス 

品質評価プロセスへのシステム及び／又はソフトウェアライ

フサイクルプロセスの貢献の例 
システム及び／又はソフトウェアライフサイクルプロセスを

適用する際，それらのプロセス，アクティビティ又はタスクを

通じて品質評価を実施するために，次を実施することがある。 

品質評価プロセスの

対応するステップ 

運用プロセス（6.4.12） － 漸進的，反復的又は周期的な品質評価及び改善をしなが

ら，システムの運用操作の監視を通じて，重要品質特性が

適切に達成されることを確実にする。 
－ システムの運用操作を監視する。次に，戦略で定義された

測定量を使用して分析し，システム性能が重要品質特性上

で許容範囲内のパラメータ値であることを確認する。 
－ インシデント及び問題を記録し，それらの解決を追跡す

る。次に，システムが提供するサービスが，重要品質特性

を含めて，利害関係者ニーズを満たしていることを示す証

拠を提供する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

保守プロセス（6.4.13） － システムの能力を維持する。重要品質特性に対する性能の

変化を監視又はレビューしながら，是正保守，予防保守，

適応保守，追加保守又は完全化保守を通じて，特に，サー

ビスを提供するための継続的な可用性を維持する。 
－ 保守作業によって取り込まれた変更がシステム及びシス

テム要素へ与える影響を分析し，その分析結果を保守対象

のシステムの品質評価に入力する。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 

廃棄プロセス（6.4.14） － システムの稼働中に，システムの存在終了及び廃棄物の廃

棄処理をシミュレーションする。次に，システム要求事項，

アーキテクチャ及び設計特性，又は実装技法に対して，廃

棄からの制約及び目標を特定する。 
－ それらの制約及び目標は，重要品質特性として要求される

場合がある。例えば，システム全体，廃棄物，交換部品な

どを廃棄する際に，環境又は人間生命及び生活に悪影響を

与えるリスクを極めて低くするというような，重要品質特

性がありうる。 

評価の定義， 
評価の設計， 
評価の計画， 
評価の実行， 
評価の終結 
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